
徳
島
県
規
則
第
六
十
九
号

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
期
限
ま
で
に
当
該
報
告
を
行
う
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
き
は
、
知
事
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


